
 

瀬戸市精神障害者医療費助成条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

令和６年６月２８日 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

瀬戸市条例第２２号 

瀬戸市精神障害者医療費助成条例の一部を改正する条例 

 瀬戸市精神障害者医療費助成条例（平成１５年瀬戸市条例第１６号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「精神障害者」とは、

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和２５年法律第１２３号。以下「精神保健福祉

法」という。）第５条第１項に規定する精神障

害者をいう。 

第２条 この条例において「精神障害者」とは、

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和２５年法律第１２３号。以下「精神保健福祉

法」という。）第５条に規定する精神障害者を

いう。 
  

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 


